
 

医療連携推進方針 

 

 

１ 医療連携推進区域 

  島根県江津市 

  

２ 参加法人 

（1）社会福祉法人恩賜財団済生会（島根県済生会江津総合病院） 

（2）一般社団法人江津市医師会 

（3）医療法人社団能美医院 

 

３ 理念・運営方針 

 （理 念） 

  少子高齢化が進む中で、社会福祉法人恩賜財団済生会と一般社団法人江津市医師会の会員が開設する病

院及び診療所（以下「診療所等」という。）が連携して、医療機関相互間の分担及び業務の連携並びに介護

事業の連携を推進するため必要な医療連携業務を行い、浜田圏域の江津区域内における地域医療構想の達

成及び地域包括ケアシステムの構築を図る。  

（運営方針） 

 ・社会福祉法人恩賜財団島根県済生会江津総合病院（以下「江津病院」という。）と地域の診療所等との間

で培ってきた医療機能の分担及び業務の連携を推進し、浜田圏域の江津区域内における地域医療構想の

実現を図る。 

少子高齢化が進む中で、江津病院及び診療所等が連携して、浜田圏域の江津区域内における効率的な医

療提供体制を確保する。 

・江津病院及び診療所等が相互連携を推進し、医師の確保と人材の育成を図ることにより、江津病院及び

診療所等の経営基盤の強化を進め、持続可能な経営を通じて地域医療に貢献する。 

・地域包括ケアシステムの構築を進め、地域住民が住み慣れた地域で、継続して適切な医療、介護、福祉

及び生活支援等がうけられる取組みを支援する。 

 

4 病院等相互間の機能の分担及び業務の連携に関する事項及びその目標 

（1）医師等の相互交流システムの構築 

 ・参加法人の連携により医師の人材確保を図ることにより、参加法人間で、医師についてクロスアポイン

トメントシステムを基本とした交流を図る。                       

 ※クロスアポイントメントシステムとは、在籍型出向で、出向元と出向先のそれぞれの職員の身分を持っ

てそれぞれの機関のもとで、必要な従事比率で業務を行うもの。出向元と出向先の業務従事割合、給与

支給方法等の取り決めを行う。  

 ○具体的な交流システムづくり 

  ①安定した医療体制の確保を図るため、診療所等の後継者の早期帰郷を図る手段として、江津病院及び

診療所等の両方の医師として勤務できるシステムの構築を推進する。 

②地域医療連携推進法人の設立に伴い、総合病院に勤務しながら在宅医療の勉強をすることを志す医師

又は将来開業を目指している医師の募集について、全国に情報発信することにより医師の確保を図

り、診療所等の応援体制のシステムの構築を推進する。 

  ③江津病院は、参加法人の診療所等から、医療業務のため江津病院の診療放射線技師の派遣要請があっ

た場合には、その時点でのスタッフの状況に応じて派遣することができる。ただし、業務内容、経費

等については、別途協議する。 

  ④江津病院は、参加法人の診療所等から、リハビリに関する業務のため江津病院の理学療法士、言語聴

覚士等の派遣要請があった場合には、その時点でのそれぞれの職種のスタッフの状況に応じて派遣す

ることができる。ただし、業務内容、経費等については、別途協議する。  

 



⑤江津病院は、参加法人の診療所等から、医療業務のため、看護師の派遣要請があった場合には、その

時点でのスタッフの状況に応じて派遣することができる。ただし、業務内容、経費等については、別

途協議する。 

（2）医療従事者の資質向上に関する共同研修 

 ・参加法人共同で、医療従事者を対象として研修会を実施しスキルの向上を図る。 

（3）江津病院の医療機器の共同利用 

 ・江津病院の医療機器を活用して検査を行うシステムの推進を図る。  

（4）江津病院の病床を診療所等の医師に開放する事業 

 ・江津病院の医師と診療所等の医師が共同で患者の治療を行う開放型病床事業の推進を図る。 

（5）在宅医療の分担・業務の連携について 

 ・江津病院の地域医療連携室を中心として、診療所、介護老人保健施設高砂ケアセンター、訪問看護ステ

ーション等と連携し、入院治療後の在宅医療・介護への橋渡しの役割を推進していく。 

 

５ 介護事業その他地域包括ケアの推進に資する事業に関する事項 

（1）入院患者の在宅療養生活への円滑な移行の推進 

・病院の入退院時の相談業務等を通じてすべての入院患者の在宅療養生活への円滑な移行の推進を図る。 

（2）要介護者急変時への対応のための江津病院と介護施設の連携強化 

 ・在宅や施設での要介護者の急変時対応として、連携の強化を図る。    

 

 

 

 

 

 
 

（記載上の注意事項） 

○ 「２」については、参加法人、参加病院等及び参加介護施設等の名称を記載すること。 

○ 「４」については、地域医療構想の達成の観点から参加病院等が実施する機能分担及び業務連携につい

て記載すること。 

○ 「５」については、医療法第 70条の２第４項に基づき、参加病院等及び参加介護施設等の相互間で業務

連携を実施する場合に記載すること。 


